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 南都銀行（頭取 橋本隆史）は、増加する寄附ニーズに対応するため、2021年1月19日より、当行の遺言

代用信託商品である＜ナント＞安心とどける信託「家族円満」に〔寄附コース〕を新たに導入し、提携寄附

先第１弾として、同日付で生駒市と遺言代用信託を活用した寄附に関する協定を締結しましたので、お知ら

せいたします。 

 本商品を利用することで、遺言書の作成によらず相続財産の一部を寄附することが可能となります。商品

概要等の詳細は下記をご覧ください。 

当行は、今後も本商品および本協定を通じて、地域のお客さまの多様な寄附ニーズに対応するとともに、  

地元自治体等の財源確保への貢献、ひいては地域の振興と発展に取組んでまいります。 

なお、遺言代用信託を活用した寄附商品は、関西の地域金融機関では初の取扱いとなります。 

 

記 

１．商品概要 

商品名 ＜ナント＞安心とどける信託「家族円満」〔寄附コース〕 

お申込人 20歳以上の個人のお客さま（非居住者を除く） 

寄附先 当行と本商品に関する協定を締結している地方自治体等 

申込金額（信託金） 100万円以上 300万円以内 (1万円単位) 

信託期間 5年以上 30年以内（1年単位） 

信託報酬 
申込時 1.1％（消費税込）  

期中 運用収益から予定配当等を控除した額が生じた場合に信託財産から受領 

取扱店舗 全営業店（出張所を含む） 

   ※詳細は、パンフレットをご確認ください 

２．商品スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．提携寄附先 

  生駒市（順次拡大予定） 

【本件に関するお問合せ先】個人営業部  担当 西田 TEL：0742－27－1701  

＜ナント＞安心とどける信託「家族円満」〔寄附コース〕の導入について 
～生駒市と遺言代用信託を活用した寄附に関する協定を締結～ 

（１）商品申込時 （２）相続発生時

　②商品説明・申込

　④信託契約締結

③ 申込内容 ①指定 ② 信託金の ①死亡連絡
の連絡 支払い

提携寄附先
(第二受益者)

死亡通知人
※原則、お申込人の

推定相続人

お申込人
（委託者兼受益者）

南都銀行
（受託者）

協
定

協
定

南都銀行
（受託者）

⑤信託財産の管理

提携寄附先
(第二受益者)

死亡通知人
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